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建築意匠

013解体工事　特記仕様書-2・工事区分表

中央市立田富小学校校舎長寿命化改修(建築主体)工事
A1：

A3：

<9.1.4(3)>

[6.3.1～6.3.4] <9.1.3(2)>

<9.1.3(3)><9.1.4(4)><9.1.5(3)>

<9.1.4(2)>

<9.1.2(6)>

[6.4.1～6.4.5] <9.1.4>

※除去物については改修標仕<9.1.3(2)>により、密封処理とする。

状態で行うこと。

※除去物については、粉じんの飛散防止に努め、特に破砕された

ただし、(財)日本建築センターの｢建設技術審査証明事業｣による｢吹き付け

アスベスト粉じん飛散防止処理技術(除去)｣の審査証明書(以下、｢審査証明書｣

ことができる。その際には監督員の承諾を得ること。

という。)を取得している工法と同等の飛散防止処理技術を有する工法とする

作業場など見やすい箇所に次の表示及び掲示を行う。

5.アスベスト含有

除去工法

※工事対象範囲

除去作業者の教育

・行う…この場合は改修標仕<9.1.3>｢アスベスト含有吹き付け材の除去｣

※粉じん飛散抑制剤などにより湿潤化したあとに、手ばらしによること。

除去工法

によること。

※行わない

掻き落とし、破砕、切断による除去方法

※養生シート等を用いて区画し、場外への飛散防止を行う。

養生等

適用範囲

※図示適用範囲

アスベスト含有保温材の除去工事

・行わない

  保温材等の除去

4.アスベスト含有

・セメント固化

掃除機フィルタ、除じん機フィルタについても密封処理を行う。

隔離養生に用いたシート、使用した使い捨て保護衣、高性能真空

※密封処理(二重袋梱包)

処理方法

除去物及び汚染等

アスベスト含有成形板については、湿潤化の上、丈夫なプラスチック袋

に入れる等の飛散防止措置を講ずること。

※行う

※図示(仕上表)

[6.5.1～6.5.4] <9.1.5>

※作業場は、散水等により湿潤化し、手ばらしによること。

・使用済み保護衣保管かご

・高性能真空掃除機負圧前室※

※作業場は、シート等により囲うこと。

※

適用

※下表による

負圧洗浄室※

セキュリティーゾーンの設置

<9.1.5(1)>

という。)を取得している工法と同等の飛散防止処理技術を有する工法とする

ことができる。その際には監督員の承諾を得ること。

アスベスト粉じん飛散防止処理技術(除去)｣の審査証明書(以下、｢審査証明書｣

ただし、(財)日本建築センターの｢建設技術審査証明事業｣による｢吹き付け

※0.15mm以上のプラスチックシート等で二重

※0.08mm以上のプラスチックシート等※壁面

※床面

隔離シートの性能

飛散防止をすること。

・

※洗顔、うがい設備

※新品の保護具

※作業場は以下によるものとし負圧除じん機にて負圧状態により

作業場等の隔離等

・

・行う

アスベスト含有吹き付け材の除去工事

  吹付け材の除去

3.アスベスト含有

※アスベスト等の保管場所である旨の表示を行う。

場合は、運搬車両の荷台全体をシート等で覆い、飛散防止に努める。

※保管場所での飛散防止を施す。また、アスベスト成形版を運搬する

※他の内装材、廃棄物等と分別保管

※呼吸用保護具保管箱

※更衣ロッカー

状態

更衣室

室名

除去したアスベスト含有物の保管、運搬等

保護具、保護衣

作業内容に応じた、呼吸用保護具、保護めがねを使用すること。

表示及び掲示

※関係者以外立入禁止

粉じん飛散抑制装置、曝露防止措置等)｣

※｢建築物等の解体等の作業に関するお知らせ(労働基準監督署への届出内容、

周辺住民の見やすい箇所に以下の表示を行う。

※使用すべき保護具

※取り扱い上の注意事項

※アスベストの有害性

※｢アスベスト除去作業中｣の表示

※喫煙・飲食の禁止

※アスベスト作業主任者名と職務内容

ただし、アスベスト含有成形板の処理工事を除く。

理しなければならない。

排出業者は、特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を有するものを選任し管

特別管理産業廃棄物管理責任者の選出

  成形板の処理

アスベスト含有成形板の除去工事

・行わない

適用箇所

養生

※やむを得ず破壊しなければならない場合には、十分に湿潤化した

<9.1.3(2)>

<9.1.2(3)>

<9.1.2(4)>

※エアシャワー

<9.1.2(2)>

<9.1.3(1)>

<9.1.3(1)>

作業者は、就業時に石綿則第27条に基づく教育を受けたものとする。

[6.2.1～6.2.7] <9.1.2(1)>

※行う

ないものとする。

また、一般健康診断、じん肺健康診断を受診したものとし、肺機能に異常の

2.除去工事共通事項 専門工事業者

アスベスト含有建材の除去を直接行う専門業者については、工事に

相応した技術を有することを証明する書類を監督員に提出する。

作業主任者の選出

講習を終了したものの中から、｢石綿作業主任者｣を選任しなければならない。

石綿作業主任技能講習又は平成18年3月以前の特定化学物質等作業主任者技能

<9.1.5(2)>

・温水シャワー(退場時)

※行わない

<9.1.2(7)>
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工 事 区 分 表

項　　　　　目 Ａ 備　　　考Ｅ Ｍ

躯体関係

１．ＲＣ造(梁・壁・床)
　　の貫通孔・開口部

貫通孔のスリーブ材及び取付け

補強を要する型枠材及び取付け

補強を要しない型枠材及び取付け

貫通孔・開口部の墨出し

貫通孔・開口部の補強

○

○

○ ○

２．Ｓ､ＳＲＣ造の Ｓ・ＳＲＣ造貫通鋼管スリーブ・補強

３．設備機器の基礎 建築設計図に記入あるもの

機器取り付け用アンカー・架台

屋外・屋上の基礎

屋内の基礎（建築設計図に記入のないもの） ○○

4．昇降機関連

機械室の床配管ピット・蓋

機械室の上げ床コンクリート打設・仕上

機械室の床開口

三方枠取付・枠廻り埋戻し・同補修

各階出入口穴あけ・同補強

昇降路内ピット防水・集水舛

巻上機周囲のチェッカープレート敷

昇降路がＲＣ造及びＳＲＣ造の時、軌条・中間ビーム

機械室天井フック取付

・ブラケット他昇降路内の鋼製部材一式

ＡＬＣ板の壁開口・補強

５．その他 トラフ・ピット類（ふたを含む） ○

Ａ Ｅ Ｍ 備　　　考項　　　　　目

仕上げ関係

１．軽鉄天井・壁下地 補強を要するボードの切り込み及び下地の補強 ○

開口部の墨出し

補強を要しないボードの切り込み ○

○

○

○

屋外排水設備・外構

１．雨水 屋外雨水排水設備

桝及び桝ふた

切り込み及び補強２．可動間仕切り

位置ボックス

３．つりボルト及び 設備機器・器具・配管・配線・ダクト用 ○ ○

４．外壁まわり

ウエザーカバー、ベントキャップ

外壁ガラリ及びダクト接続用フランジ ○

換気扇（取付枠共）

○

○

流し台・つり戸棚・水切り棚・コンロ台

フード

５．湯沸室まわり

浴室ユニット、複合浴室ユニット、シャワーユニット６．浴室まわり

既製浴槽（ふたを含む）

浴室及び便所の床排水金物

化粧鏡

７．便所まわり 洗面カウンター

８．事務室まわり ファンコイルカバー

家具組み込みの洗面器

10．自動扉･電動

化粧マンホール上ふたの表面仕上げ

消火器ＢＯＸ設置工事 ○

自動扉・電動シャッター本体までの配管，配線

２．雑排水・汚水

桝及び桝ふた

屋外雑排水及び屋外汚水排水設備

昇降路がＳ造の時の中間ビームブラケット受けピース

スリーブ・型枠の穴埋め ○

使用されたスリーブの穴埋め

予備スリーブの穴埋め

ホール押釦・インジケータ・鋼索などの壁開口

衛生器具ユニット

排煙口等の天井仕上材の取付け

自動扉からセンサー（付属スイッチ）への
配管・配線工事

電気配線配管

機器付属の制御盤以降の配管配線（接地線共） ○

機器付属の制御盤への電源供給配管配線

自動制御と動力盤との電源供給の渡り配管配線

機器と付属操作スイッチの渡り配管配線

煙感知器から連動制御盤を経て防煙ダンパ、防火
シャッター、防火戸に至る配管配線

○

○

２次側

１次側

○ ○

○

○

○ ○

９．フリｰアクセスフロア

床パネルの切り込み加工

コンセント

　　梁貫通孔

出入口扉，三方枠及び幕板

昇降路内フック取付

機械室換気設備

インターホンまでの配管・配線工事
制御盤（EV機械室内または昇降路内等）から外部

点検用コンセント

制御盤（EV機械室内または昇降路内等）までの動力・照明用電源、

アース、防災信号、拡声設備（館内放送用）の配管・配線工事

11．その他

　　  シャッターまわり

自動扉の手元電源スイッチ

自動扉の本体・駆動装置・検出装置（センサー）

昇降路内ピット点検用タラップ

くつふきマット・玄関マット・自動扉マット部
床排水金物(目皿共)・排水管

雨水配管

ルーフドレン

○

○

出入口扉，三方枠及び幕板の各補強鉄骨

別途 別途

カーテン（レール共）、ブラインド類

脱衣棚、下足入れ

照明キースイッチの配管配線、電源制御装置 ○

換気扇・全熱交換器用スイッチ及び配線

ポンプ・ファン用インバーター盤

警備、電話、LAN機器及び配線

○

○

○

○

○ GL以降の配管はM

同上、配管

○

○

○

○

○

Ａ Ｅ Ｍ 備　　　考項　　　　　目 別途

全熱交換器用スイッチは
Ｍより支給

給水ポンプ盤と受水槽電極間配線

電極

給湯器リモコン用空配管

同上配線

ビルマルチエアコン屋内機電源配管

ビルマルチエアコン制御線、リモコン配線

ガス遮断弁制御盤と遮断弁間配線

同上制御盤の取付

給水ポンプの総合監視盤への警報配線

○

誘導標識・非常用の進入口に代わる窓表示

仕様は構造図参照○

機械室の躯体

○

○○

○○

○

○

○

○

○

○

○ ○

○ ○

○ ○

排水金物はＭ

ミニキッチン

○

○

○

○

○

○

○

○

○

防火区画、防炎区画

防火区画、防炎区画

防火区画、防炎区画

○

屋外の基礎はE,M
○ 屋上の基礎はA

屋上基礎で押えコンにアンカーしない軽微なもの ○○

屋外受水タンク用の基礎

○

○

発電機の基礎

湧水・汚水ピット・ＲＣ造各種水槽 ○

同上用防水・マンホール・タラップ等 ○

避雷設備・同接地工事 ○ 避雷設備は別途

厨房排水溝

厨房グリース阻集器

オイルサービスタンクの防油堤

フリーアクセスフロアの防水堤

鋼板製タンク一体型

　　インサート

○

身障者用手摺 ○

切り込みはA

○

○

防火戸の自動開閉装置 ○

上部電動シャッター
　　　本体・制御盤・手動開閉装置・ヒューズ装置

○

排煙窓本体・駆動装置 ○

防煙たれ壁本体・駆動装置 ○

上部電動シャッター、排煙窓及び
　　　　　　　　防煙たれ壁連動制御装置の感知器

○

○電気錠の本体、扉内配線

電気錠の扉までの配管及び配線、電源制御装置 ○ ○

排煙窓は除く

配管のみＥ

自動開閉装置を取付ける防火戸の切り込み補強
及びドアクローザー、フロアヒンジ ○

11．洋室まわり 化粧洗面台 ○

照明キースイッチ

机、サイドテーブル、ワードロープ、ベッド

椅子

2重ピット及びとトレンチのマンホールふた
機器搬入用フック　ビーム

○

チェンブロック

○点検口（天井・床下）

煙突底部排水目皿・排水管

排水金具、排水管はＭ

くつ洗い流し部排水金物・排水管

雨水利用設備集水管

消火器 ○

○

免震テーブルの設置

トレンチ内配管類架台及び指示金物

○

○ ○ 外壁部分のみA

化粧マンホール上ふたの表面仕上げ ○

小便器用節水装置の制御盤以降の配管配線

注油口内アース端子よりのアース用配管配線

シャワーユニット内器具及び配管配線

シャワーユニットへの電源供給

換気扇発亭サーモ

ファンコイル用スイッチ及び配線

発電機用のオイルタンク本体・配管及び据付等

同上コンクリート躯体

同上掘削、捨てコンクリート、埋め戻し等の土工事

同上制御盤の取付

給水ポンプの監視盤への警報出し

緊急遮断弁制御盤と遮断弁間配線

総合監視盤へのリモコンの取付

排水ポンプの総合監視盤への警報配線

消火栓ポンプ盤への起動リレースペースの設置

消火水槽、補給水槽の電極配線

電極

消火栓箱(火報器スペース付)

○

自家発電用はＥ

受水槽ポンプ室○

プレキャスト製品

上水、雑排水共○

○

○

○ リモコンはＭより支給

○

○

○

○

昇降路の躯体

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

洗面以外の鏡はA

○

カーテンボックスはA○

○

○

斜路廻りのみA

斜路廻りのみA




